
各事業の概要  

【利用者像】  

吐域や入所施設lこおいて、安定した生活を営むため、常時介  
】 － ■ ■ ■■ ● ● ■ ■－ ●－，－－ － － － －－－ － －－ 一一 － － － － － － － － － － － －－ － － －－ －－ ■■－ ■ － ■ －t■■ ■ ■● ■－■ －■ －■ －■一 一 －  

護等の支援が必要な者  

：○常時介護が必要な障害者であって、次のいずれかに該当する者  
■ 

（要憎2程度，，以上である者  
t      し－－－一－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一－－－－－－－一一－－t一－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－■■■－－－＿＿＿＿■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿■＿＿＿＿＿＿一  

（具体的な利用者のイメージ）  

・身体機能の状態から、在宅生活を維持することが困難であり、施設に入所して介護を受けながら安定した生活をしたい  
・病院は退院したが、介護等の支援が必要なため、直接地域生活へ移行することには、不安がある  
・訓練施設を利用していたが、障害の状態が悪化し、介護が必要な状態になった  

【サービス内容】   

○食事 、岬   ○御L   
O これらを通じて、身体能力、日常生活能力の維持・向上を自指す。  

（職員配置）  （サービス内容）  

※1居住の場として、夜間の介護等を行う「施設入所支援」を実施。  
※2 利用期間の制限なし（利用者の状態に応じて地域移行を支援）。  11   



【利用者像】  

Q 病院等への長期の入院に  に加え、常時の介護を必  

lo 医療及び常時の介護を必要とする障害者のうち、長期の入院による医療的ケアを要する看で、次のいずれかに該当する者   
三 ①筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている看であって、障害程度区分が区分   

6（要介護5程度）以上  

②筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害程度区分が区分5（要介護4程度）以上  

（具体的な利用者のイメージ）  

・筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている  

・入院医療に加え、常時の介護が必要な筋ジストロフィー症患者  

・入院医療に加え、常時の介護が必要な重症心身障害者  

【サービス内容】  

圃  暮掠 p尻 転り芦臼、主 ‡◆三巨‡跳  宣‘き  相 加 苧シ  

Q 併せて日常生活上の相談支援やレクレーション活動等の社会参加   

ション支援  

た、声かけ、聞き取り等のコミュニケー  

l体能力、日常生活能力の維持・向上を目指   

（職員配置）  

eこれらを通じて   

（サービス内容）  

疾病の治療  
健康管理  
服薬管理 等  

医療保険  

l  

陣著者施設等入陳基本料等  
－－■■■■■■－■－－－－●■■■●－一一曽－－－■－－－■－－■－－－←－－■●▲■■●－－●－、－●■－－■－－－■■－－一一一■－－■－  

※1食費については、医療保険より給付。  
※2 利用期間の制限なし（利用者の状態に応じて地域移行を支援）。  

12   



③ 自立訓練（機能訓練）事裳  
【利用者像】   

む上で ・生 ○ 地域生活を営、身体機能活能力の維椿・向上等のため、嘲要な身体障害者  

r‘‾ ‾ ‾ ■－ ‾ ‾‾‾‾－‾ ■ ■ ■■▼－■■■－ －■ ●■ － ■－■■】－■ ■■■－ － ■ ■－■■ － －－・－・－・・－－－ － －・－－ －－－■－ －－－一・－ －－ － － －－ － － －－・－・－－－－ －－－ － －■■・■・－ ●■・■ －－■ ■－－■■■ ■ ■ － ■ ■ ■■－ －■ ●■■ ■ － －■ ●● － － ＿．＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿．＿ ＿ ＿＿   

：①入所施設・病院を退所・退院した看であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持個復など：  
：の支援が必要な者  
：②盲・ろう・養護学校を卒業した看であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者等            l  
■■■■■●■－■－■t■■■■■▼－－－－－－－－－－－●■－－■－－－－－－－－－－－－■－－－－－－－一一－－－－－－－－一一－■－■一一－■■－－■－－一一－－－－－－－■－－■■－●■一一－－－－－－－－－■－■－－－－－■－－■■■■■■■■■■■－■－■■－■－－■■■  

（具体的な利用者のイメージ）  

・病院で一通りのリハビリテーションは行ったが、地域において実生活を送る上では、家事等にまだ不安がある  

・施設を退所し、地域生活へ移行するため、日常生活上の実践的なトレーニングを受けたい  

・養護学校を卒業し、就労したいと考えているが、障害の状態から作業がこなせるかどうか不安  

【サービス内容】  

の身体的リハビリテーションや歩行訓練やコミュニケーション、家事等の訃  

併せて、日常生活上の相談支援や就労移行  
これらを通じて、地域生活への移行を目指す  

の関係サービス機関との連絡調整等の  

（想定される移行先）  

（職員配置）   （サービス内容）  （
状
態
が
改
善
）
 
 
 

※1原則、通所や訪問によるサービスを組み合わせ、必要に応じ施設入所を付加。  

※2 利用期間を限定（原則、1回限り、更新可）。  13   



耳  自立訓練（生活訓練）事ヨ  
【利用者像】  

㈱精神障害者  

r ■■ ● ■ ‾ ■ ■－ － － － ■ ■■ ■■ t■ ■ － － － －■一 ■ ■ ●■ ■ ■ ■・■ ■ ● ■・－・■ ■ －・●■ ■ 一 ■ － ■ －■ ● － ■ － － － ■ ■ － － ■ －■ － － ■ ● 一 一 ■ ■ 一 一 ■■ － ■ 一 ‾ 一 一－ －■ ‾ －■■’● ■■ ‾ ‾‾ ■■－ 一 ■‾ ‾ ‾ ■ ‾ ‾ 一 一 ● ●‘‾ －‾ ‾ ‾ ■● ‾ ‾‾ ● －‘‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ■‾ ‾■ 一■ －■ ‾ ‾ 一‾ ‾一‾ ‾ ‾’‾  

：①入所施設・病院を退所・退院した看であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維掛向上などの支援が必要な者  
：②養護学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必  
：要な者 等 l  

（具体的な利用者のイメージ）  

・施設を退所し、地域生活を送る上で、日常生活を営むための準備を行いたい  
・長期間入院していたため、食事等の家事を行えない  
・養護学校を卒業し、就労したいと考えているが、障害の状態から職場環境に適合できるかどうか不安  

【サービス内容】  

日常生活能力を向上するための  0  
のサービス  e併せて、日常生活上の相鉄支援や就労移行支  

Qこれらを通じて、地域生活への移行を目指す。  

（職員配置）  

配
 
 

絡
 
 

運
 
 

の
 
 

（想定される移行先）  

（サービス内容）  （
状
態
が
改
善
）
 
 
 

※1原則、通所や訪問によるサービスを組み合わせ、必要に応じ短期滞在、施設入所を付加0  
※2 利用期間を限定（原則、1回限り、更新可）。  

14   



S）就労移行支援事舅  
【利用者像】  

′■ヽ ＿血台さl当  一定期間にわたって知識・能力の向上や企業等とのマッチングを図ることにより、就労等の  

I‾‾‾‾●‾‾‾‾▼‾‾‾－●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾t‾●－‾‾●－●‾‾‾‾●‾■‾‾‾■■■‾‾‾‾‾‾‾●‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ l  

：○ 次に掲げる看であって、一定期間にわたる計画的なプログラムに基づき、就労に必要な知織及び能力の向上、企業等とのマッチング等を図ることにより、企業等へ：   
の雇用又は在宅就労等が見込まれる者（65歳未満の者に限る）  

（か企業等への就労を希望する者  

② 技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者  
＿＿＿＿●＿＿＿＿＿－●－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿l  

（具体的な利用者のイメージ）  

・養護学校を卒業したが、就労に必要な体力や準備が不足しているため、これらを身につけたい  

・就労していたが、体力や職場の適性などの理由で離職した。再度、訓練を受けて、適性に合った職場で働きたい  

・施設を退所し、就労したいが、必要な体力や職業能力等が不足しているため、これらを身につけたい  

就労移行支援事業の利  
用により、就労し、職場に  
定着している者が多数いる  
場合、その成果に着目した  

【サービス内容】   

○ 事業所内や企姜において、作美や実習を実施∩  

‡○ 適性に合った職場探しや就労後の職場定着のための支援を臭施。   
○ これらを通じて、一般就労に必要な知識・能力を養い、適性に合った職場に  

報酬上の評価を検討。  

（想定される移行先）  

（サービス内容）  （職員配置）   

能
力
の
向
上
）
 
 

○
 
 

※1通所によるサービスを提供、必要に応じ施設入所を付加。  

※2 利用期間を限定（原則1回限り、更新可）。  
15   



竃）就労継続支援事業（ 雇用型  

【利用者像】  

Q 就労移行  したが一般企集の雇用に結びつかない者等であって、就労機会の提供を通じ、生産活動にかか  

⊥知識及び能力の向上を図る ことにより、雇用契約に基づく就労が可能な者  

l  

O 次に掲げる看であって、就労の機会を通じ、就労に必要な知識及び能力の向上を図ることにより、当該事業所において雇用契約に基づく就労が可能：  

． と見込まれる者（利用開始時、65歳未満の者に限る）  
： ①就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者   

なかった者  

l＿，＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿＿＿．＿＿＿．＿＿＿＿＿●＿．＿＿＿＿＿＿．＿＿＿．＿．＿＿＿＿＿＿．＿●＿．＿●＿＿．．＿＿．＿＿●＿＿＿＿●＿＿＿＿．＿＿．＿＿＿＿．＿．．－＿＿一＿＿．＿－＿＿＿－－＿．－－．＿＿－－－－＿一一－■．－■■－＿・■一－－■－－－－■■－■■●－■－■■－■■■－・一一■－－■●－・■－－－  

（具休的な利用者のイメージ）  

・養護学校を卒業して就労を希望するが、一般就労するには必要な体力や職業能力が不足している  
・一般就労していたが、体力や能力などの理由で離職した。再度、就労の機会を通して、能力等を高めたい  
・施設を退所して就労を希望するが、一般就労するには必要な体力や職業能力が不足している  

【サービス内容】  

において、雇用契約に基づいて就労の機会を提供。  

邑じて、一般就労に必要な知誠■能力が高まった者は、「  への移行に向けて  これら  

（
知
識
・
能
力
の
向
上
）
 
 

（職員配置）   くサービス内容）   
（想定される移行先）  

日中活動  
‾‾「  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

】  
1  

I  

l  

l  

l  

l  

l  

一般就労 など  

※1通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供。  
※2利用期間の制限なし（利用者の状態に応じて、一般就労等への移行を支援）。  16   



a 就労継続支援事業（非 雇用型  

【利用者像】  

（    もーユ量▲．ヨ：▲■■r－  

したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会  
・通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者  

l  

ことが困難抽た者  
； ②就労移行支援事業を利用したが、企業等又は就労継続事業（雇用型）の雇用に結びつかなかった看  

って、50歳に達している者、又は試行の結果、企業等の雇用、就労移行支援事業や就労継続支援事業（雇用型）の  

。完  
l  

（具体的な利用者のイメージ）   

・就労移行支援事業を利用したが、必要な体力や職業能力の不足等により、就労に結びつかなかった   

・一般就労していて、年齢や体力などの理由で離職したが、生産活動を続けたい   

・施設を退所するが、50歳に達しており就労は困難  

【サービス内容】   

○卿会   

○ エ賃の支払い日積水準を設定し、痩のアップを図る．  

勾は結ばない  

これらを通じて、知識・能力が高まった者について、就労への移行に向けて  

（サービス内容）  （職員配置）   
（想定される移行先）  

能
力
の
向
上
）
 
 

○
 
 

日中活動  

一般就労  

就労継続支援事業  

（雇用型）など  
1  

1  

1  

I  

t  

l＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－  

※1通所により、就労の機会や生産活動の機会を提供。  

※2利用期間の制限なし（利用者の状態に応じて、一般就労等への移行を支援）。  17   



【利用者像】  

〉胡㌧就労又は就労継続支援等 のサ「ビスを利用してい  J上で、一定の日常生活上の  であつ   

l‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‘‾‾‾‾‘‾‾‾一－‾‾‾‾’‾‾‾‾■‾‾‾‾‾■‾■‾‾‾‾‾‾‾■‾●t■‾‾■‾－‾■‾‾－‘‾‾■■‾●‾‾‾‾■一‾‾‾‾■■‾‾‘‾■‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■■一‾‘‾‾‘‾●‾■‾‾‾●‾一‾一‾‾‾‘‾‾■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾■‾‾‾‾  

：（グループホーム）  

：○ 就労し又は就労継続支援等の日中活動を利用している次に掲げる知的障害者・精神障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、相談等の日  
常生活上の援助が必要な者  

：（ケアホーム）  

三 ○ 生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、食事や入浴等の介護   
や日常生活上の支援を必要とする者   
・障害程度区分が区分2（要介護1程度）以上である者  

（具体的な利用者のイメージ）  

・単身での生活は不安があるため、一定の支援を受けながら、地域の中で暮らしたい  

・一定の介護が必要であるが、施設ではなく、地域の中で暮らしたい  

・施設を退所して、地域生活へ移行したいが、いきなりの単身生活には不安がある  

【サービス内容】  

ループホーム（共同生活援助）については  

アホーム（共同生活介護）については、食∃  

た、日常生活上の相故支援や日中活動の  

（サービス内容）  （職員配置）  （想定される移行先）  

居住の場  l●‾●‾‾  

l  

l  

I   

ケ
ア
ホ
ー
ム
 
 

；・単身生活  
′
－
－
」
「
－
し
 
 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
 
 
 

（アパート、公営住宅）   
l  

l  

・福祉ホーム など  
l  

t  

l  

■＿＿＿＿■＿＿＿＿一＿－＿－－■－■－－－－1   

※1利用期間の制限はなし（利用者の意向や状態に応じ、単身生活等への移行を支援）。  
※2介護サービスについては、ケアホーム事業者の負担により、ホームヘルプ事業者への委託による提供が可能。   18  



グループホーム・ケアホームに係る指定、職員配置基準等の考え方（案）  

①事業者指定の考え方  

○個々の住居ではなく、一定の範囲内に所在する住居の特定を行った上で、法人ごとにグループホームtケアホーム事業   

者を指定する。   

○ 最低定員（4人）については、事業者全体で満たせば良い。  

②職員配置基準の考え方   

○ サービス管理責任者については、事業者ごとに配置。   

○ 世話人及び生活支援旦については、事業者及び近接した住居の利用者総数に応じて、一定の人員を配置。   

○ 一任居当たりの利用者は2人以上とする。  

（注）○で囲んでいる部分は1人の世話人が従事  

できる範囲  

： サービス管理責任者を1人以上配置（0：1を模準） ■ 
ー
 
 

」
 
 

－
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ケアホームの人員配置と評価の仕組み  

○世話人は、グループホームと同様、事業者及び近接した住居の利用者総数に対して配置し、報酬上評価。  

○生活支援鼻は、個々の利用者の障害程度に応じて配置し、報酬上評価。  

○事業者に対し、夜間における緊急時の対応を義務付け、さらに夜間支援体制に応じて報酬上評価。  

非該当  区分2   … 区分3  区分4    区分5  区分6   

＋  （要介護1）室（要介護2）（要介護3）（要介護4）（要介護5）  

区分1  

（要支援）  

●●■◆●●●●●●●●●  

●●●●●●●■●■■●●  

活支援貞  

●◆◆●●■t■●●●●●  

◆●●●●■ll■ll■■●●  

●◆●●●●●■■ll¶l■●●  

けルイホームt  ケ   ア   ホ  ム  
l  

区
分
ご
と
に
必
要
と
な
る
費
用
を
報
酬
上
評
価
。
 
 
 



グループホーム等の規模・立地について  

◇ グループホームの規模や病院等の敷地内にグループホームを設置することについ  

ては、関係者の間に様々な議論がある。  

必要性があるとの意見  

【規模に関する意見】  

・利用者が、既存の社会資源を活用し   
ながら安価に住宅の利用するためには、   
大規模であっても社宅等をグループ   

ホームとして活用できるようにすべきで   

はないか。  

【立地に関する意見】  

・現実に、既存住宅の利用を図ることが   
困難な中で、建物を新築したりすること   
はやむを得ず、この場合に自らの敷地   
を利用することを否定できないのでは   

ないか。  

21   



（参考）グループホーム等に関する国会での審議状況  

1．施設や病院の敷地内の設置について   

○ 国務大臣（尾辻秀久君）  グループホームでありますとか、ケアホームは、病院や施設とは異なりまして、地域に住む人と自然   
卿 御指摘の設置場所の問題につき  
ましては、関係者の間でもこれは本当  にいろいろ御意見があるところでございまして、 入所施設や病院の敷地内に設置する場合、  

脚ヽといったような御意見があります一方で、設置場所にかかわl   

の独立性が ず、施設や病院と担保されていれば認めてよいのではないか、こういった御意見があることも事実でございます。 現実   

には直ちに十分なサービス量を地域に確保することが困難な中で、一定の条件のもと、施設や病院の敷地を利用することも否定で   
きないのではないか、こういった現実を見てという御意見もあることは承知をいたしております。申し上げたように、この点につきまし   

が 三はいろいろ御意見あるものですから、社会保障審議会障書者部会などの堀において、今お話 いただし、たようなことなどを含めて   

十分に意見を伺いながら、私どもも具体的な取り扱いについてさらイこ検討を進めてまいりたいと考えております。   
（平成17年10月26日 衆・厚生労働委員会）  

○ 国務大臣（尾辻秀久君） 最後に申し上げましたように、入院中心から地域生活中心へというこの基本的な考え方は、これは、   

先日来お話しになっております、平成十四年十二月十一日の厚生労働委員会におきます坂口大臣の答弁にもございますように、   
病院や入所施設から地域へ移行を進めること、これが極めて基本であるということ、改めてそれは基本だということをお答え申し   
上げて、ニ点目のお答えとさせていただきます。   
（平成17年10月28日 衆・厚生労働委員会）   

2．定員規模について   

○ 国務大臣（尾辻秀久君） 新しい制度におきますグループホームやケアホームの定員についてでございますけれども、大規模な   

グループホーム等を秘 方で   

地域で居住するサービス基盤が不足している中、既存の社会資源を有効に活用して整備を急ぐべきとする御意見もございます。  
こうした御意見が今ございますので、この点につきましても社会保障審議会時事者部会等において御議論いただいておりますしし  

論の中で、今また先生 カ＼らの そういう御議御自身御意見も伺ったところでございますけれども、私どもも、さらにこの点の検討を進め  

壬まいりたいと考えております。  
（平成17年10月26日 衆・厚生労働委員会）  

22   
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入所施設及びグループホーム・ケアホーム事業者  

による外部の日中活動の利用支援  
‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾t‾‾‾‾‾‾●‾→‾‾‾‾●●‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾●‾‾－‾‾ 

施設入所者等が外部の日中活動の利用を希望する場合、入所施設等は外部事業者  

との利用調整等の支援を実施することを義務付け。  

⑤個別支援計画に基づくサービ   
ス提供  

入所施設及び  

グループホームtケアホーム   

※ 外部事業者分も含め、利用者負担  
上限額を一元的に管理。  

⑥報酬の支払い  
（日中活動部分   

を除く。）  
（む外部サービスの利用希望  

②外部サービスの利用を含  

めた個別支援計画の作成  

l  

l  

1  

1  

l  

＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿J  

利
用
者
 
 

市
町
村
 
 

※ 支援内容を個別支援計画へ反映  

③ 利用調整  

⑤個別支援計画に  
づくサービス  

外部の日中活動事業者  
⑥ 日中活動に   
係る報酬の支   
払い  

…………………＝………………………‥ト  

④ 契約   

○入所施設等は、利用調整と併せて、利用者負担上限額について、外部の日中活動事業者分も含めて一  
元的に 管理する。  
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日中活動の最低定員  
‾■－■■■－■■－－■一－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－一一－一一－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－■－－■■■■■■－－－■  

○ 良質なサービスが安定的かつ効率的に提供されるようにするため、原則、社会福祉法に定める最低定員20   

人を適用。  

○就労継続支援事業（雇用型）については、様々な形により、障害者の雇用の場が確保されるよう、最低定員を  

10人とする。  

○単一のサービスについて、過疎、離島地域等において、利用者数を確保することが困難な場合は、都道府県   

の判断により、10人以上を可能とする。  
】  

t‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●■－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－一－－－－－－－■一一－一一－－－－＿＿－＿＿－－－－－－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿l  

5人  10人  15人  20   人  

種 類  
l   l   

’し  

生活介護  ′  
l  ′  、、 

l   ■ 
、 

、、   

自立訓練  
1   

′ －■…一……－………－……‥l、 

‘ 

： 例外的な取扱い（※1） 

就労移行支援  
l   

l   、l  
■ J  

I I 

l  

′   

（非雇用型）  
I   

‘  口   
‡  

就労継続支援                q  
（雇用型）   

l  

I  

原 則  

l  

地域活動支援センター（※2）  l  

l  

t  

例外的な取扱い  

※1過疎・離島地域等の事情により、単一のサービスでは利用人数を確保することが不可能と都道府県知事が判断した場合には、10人以上で良いこととする。  

※2地域活動支援センターについては、定員ではなく、実利用人員とする。  25   




